
賃貸物件による保育所等運営支援事業補助金交付要綱

（目的）

第１条 この要綱は、民間から土地又は建物を賃借している私立保育所（児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第３５条第４項の規定により認可を受けた保育所に限る。以

下同じ。）、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律第７７号）第１７条第１項の規定により認可を受けた幼保連携型認定

こども園（以下「認定こども園」という。）及び児童福祉法第３４条の１５第２項の認

可を得た小規模保育事業を行う事業所のうち、川西市教育委員会（以下「委員会」とい

う。）が認めた保育所、認定こども園及び小規模保育事業を行う事業所に対し、その必

要となる経費の一部を補助することにより、運営の安定を図り、もって入所児童の福祉

向上に寄与するため、川西市補助金等交付規則（平成１６年川西市規則第４０号）に定

めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

（対象施設の要件）

第２条 補助の対象となる私立保育所、認定こども園及び小規模保育事業を行う事業所

は、次に定める要件を満たしていなければならない。

(1) 私立保育所、認定こども園及び小規模保育事業を行う事業所の職員配置において、

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３３条に

定める職員の配置を満たしていること。

(2) 私立保育所、認定こども園及び小規模保育事業を行う事業所に係る土地又は建物

（以下「土地又は建物」という。）を民間賃貸人から賃借していること。

(3) 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域

型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一

部を改正する告示（平成３０年内閣府告示第５７号）第１条第５１項に規定する賃借料

加算の対象外であること。ただし、第４条第２項の場合を除く。

（補助金の交付）

第３条 市は、土地又は建物の賃借料に応じて、予算の範囲内において、私立保育所、認

定こども園及び小規模保育事業を行う事業所に補助金を交付するものとする。

（補助額）

第４条 補助金の額は、土地又は建物の賃借料の２分の１とする。ただし、１つの私立保

育所、認定こども園及び小規模保育事業を行う事業所につき、年間１５０万円を上限と

する。



２ 前項の規定にかかわらず、兵庫県が定める賃貸物件による保育所等整備支援事業実施

要綱に規定する同事業の適用を受ける場合においては、別に定める基準により算定した

額で決定する。

（補則）

第５条 この要綱に定めのあるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

付 則

（施行期日）

１ この要綱は、公布の日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。

（補助額の特例）

２ 平成２４年度における第４条第１項の規定の適用については、同項中「２分の１」と

あるのは「４分の１」と、「１５０万円」とあるのは「７５万円」とする。

付 則

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

付 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。

付 則

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。


